
令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

現在の料金体系は下記の通りとなっている。

月額使用料（令和2年4月以降）

人 槽

使 用 料 2,860円 （税込 3,146円） 　お問い合わせください

        3,146 円 円

        3,146 円 円

        3,146 円 円

令和4年度

令和5年度 令和5年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

5 ～ 10 人 槽 11 人 槽 以 上 槽

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

浄化槽使用開始後は、浄化槽の維持管理（保守点検・清掃・法定検査等）は黒滝村が行います。
なお、浄化槽使用料以外に浄化槽付属機器にかかる電気料金や浄化槽の清掃時の水道料金などは使用者
の負担となります。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度

令和4年度

処 理 場 数 合併処理浄化槽　358基（うち寄付等11基含む）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

使用料金体制は、５～１０人槽　３，１４６円／月（税込）の定額制を採用しています。（１１～５０人槽までの浄
化槽の使用料も人槽により段階的に設定しているが、１１人槽以上の浄化槽は当事業での設置実績はない）
この料金体制は、小規模集合排水処理事業の浄化槽と比較したうえで、維持管理費程度を補い且つ当該事
業が違和感なく受益者に受けられるように設定しました。

法適用（令和6年4月法適用開始）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 37人／ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 黒滝村全域（黒滝村長瀬地区・御吉野筑・脇川地区の3地区の公営企業住宅を除く）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成10年
法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分

別添２－1

黒滝村特定地域生活排水処理事業経営戦略

団 体 名 ： 黒滝村

事 業 名 ： 特定地域生活排水処理事業



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

上記要因により、有収水量も減少していくものと予想される。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

処理区域内人口の予測

山間地域に点在する地理的要因及び少子高齢化の影響から過疎化が進んでおり、行政区域内人口が減少し処理区域内人口においてもそれに伴う減少が予想さ
れる。
今後においても自然減となることが見込まれる。

有収水量の予測

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4 なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5 なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織
当村林業建設課では、林業事業・土木事業・住宅事業・簡易水道事業・下水道事業（特定地域生活排水処
理事業）等を所管しており、特定地域生活排水処理事業の担当職員については他の業務と兼務して事業を
運営しています。料金徴収の業務は、住民生活課で行っております。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む） 浄化槽維持管理業務委託（保守点検・清掃）

 イ　指定管理者制度 なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ なし

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数 令和６年４月１日現在、林業建設課長以下６名で構成されています。



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

組織の見通し

令和６年４月１日現在、林業建設課長以下６名で構成されている。今後は組織の改編等により担当職員数が増減する。

安定した汚水処理機能の確保を実現するため、毎年度、点検・修繕を計画的に実施を行ってます。
施設の維持管理については、コンプライアンス意識を持ってサービス水準を維持するとともにコストダウン可能な経費については積極的な節減に努めま
す。
また、当該事業経営については、経営状況や財政状態を明確にし使用者の視点に立ち経営の透明性を確保するためわかりやすい情報発信を行って
いきます。

使用料収入の見通し

本村の処理区域内人口の推移をみると、今後も継続的に処理区域内人口が減少していくものと予測される。しかし、今後浄化槽の整備が進むと使用料収入は増加
が予想される。

施設の見通し

料金改定などを検討したうえで、施設の老朽化に伴う施設改修などを今後策定し施設の維持管理及び経営改善を行っていく。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

引き続き維持管理コストの削減及び施設の機能保全に努めなければなりませんが、施設の老朽化に修繕費がかさむことが予想されるため、
経費が徐々に増加する収支計画となっています。

目 標

安定した汚水処理機能の確保を実現するため、毎年度、点検・修繕を計画的に実施を行ってます。

目 標

特定地域生活排水処理事業における主な収入は、使用料金と一般会計繰入金となっています。
使用料金収入は定額制となっているため使用水量の増減には影響されませんが、浄化槽設置住宅が空家等となり使
用されなくなると減収となります。今回の計画期間中では、新規浄化槽設置住宅と減少住宅が同数であると考え前年
度と同額の収入があると見込んでいます。
一般会計からの繰入金については、国が示す繰出基準に基づく繰入のほか、地方債の元利償還額については基準
外繰入とします。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

浄化槽の消毒薬品等は点検委託料に含んでいる。

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略については、随時検証し、毎年度末に進捗状況の確認を行います。
検証見直し等を行いながら、将来にわたって安定的に経営を継続していくための収支計画を策定
していきます。

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項
点検を行い大規模修繕が発生しないよう、黒滝村公共浄化槽長寿命化計画に基づき適
宜修繕を行う。

委託費に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項 動力については使用者負担となっている。

使用料の見直しに関する事項 消費税の税率改正時に使用料の見直しを行う予定

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

投資の平準化に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

その他の取組

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 12,414 12,062 12,183 12,303 12,424 12,544 12,665 12,786 12,906 13,027 13,148
(1) 12,414 12,062 12,183 12,303 12,424 12,544 12,665 12,786 12,906 13,027 13,148
(2) (B)
(3)

２． 54,946 51,136 51,182 52,213 52,343 51,058 49,037 47,119 45,532 43,864 41,609
(1) 46,402 44,402 44,412 45,362 45,411 45,324 44,266 42,972 41,908 40,753 39,149

46,000 44,000 44,010 44,960 45,210 45,123 44,065 42,771 41,707 40,552 38,948
402 402 402 402 201 201 201 201 201 201 201

(2) 6,534 6,714 6,750 6,831 6,912 5,714 4,751 4,127 3,604 3,091 2,440
(3) 2,010 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

(C) 67,360 63,198 63,365 64,516 64,767 63,602 61,702 59,905 58,438 56,891 54,757
１． 62,194 61,558 62,635 63,892 64,253 63,196 61,392 59,676 58,280 56,793 54,707
(1) 6,168 5,740 5,855 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970 5,970

2,773 2,813 2,869 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926 2,926
472 404 412 420 420 420 420 420 420 420 420

2,923 2,523 2,573 2,624 2,624 2,624 2,624 2,624 2,624 2,624 2,624
(2) 39,946 39,085 39,867 40,648 40,648 40,648 40,648 40,648 40,648 40,648 40,648

2,120 2,700 2,754 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808

37,826 36,385 37,113 37,840 37,840 37,840 37,840 37,840 37,840 37,840 37,840
(3) 16,080 16,733 16,913 17,274 17,635 16,578 14,774 13,058 11,662 10,175 8,089

２． 1,003 1,003 730 624 514 406 310 229 158 98 50
(1) 1,003 1,003 730 624 514 406 310 229 158 98 50
(2)

(D) 63,197 62,561 63,365 64,516 64,767 63,602 61,702 59,905 58,438 56,891 54,757
(E) 4,163 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(F)
(G) 444
(H) △ 444

3,719 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(I)
(J) 18,483 12,215 12,215 12,215 12,215 12,215 12,215 12,215 12,215 12,215 12,215

2,527 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(K) 23,423 24,266

7,334 8,073 8,519 8,311 7,626 6,693 5,932 4,462 3,712 1,725 694

16,000 16,000 16,320 16,640 16,640 16,640 16,640 16,640 16,640 16,640 16,640
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 12,414 12,062 12,183 12,303 12,424 12,544 12,665 12,786 12,906 13,027 13,148

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度
(7年度）

営 業 収 益

8年度 13年度 14年度 15年度 16年度9年度 10年度 11年度 12年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 8,300 4,200 5,600 5,600 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

２． 8,000 8,100 8,600 8,400 7,700 6,700 6,000 4,500 3,800 1,800

３．

４．

５．

６． 2,332 1,172 2,622 2,622 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311

７．

８．

９．

(A) 10,632 13,372 16,322 16,822 12,511 11,811 10,811 10,111 8,611 7,911 5,911

(B)

(C) 10,632 13,372 16,322 16,822 12,511 11,811 10,811 10,111 8,611 7,911 5,911

１． 10,480 5,880 11,790 11,790 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895

２． 7,038 7,335 8,073 8,519 8,310 7,626 6,692 5,932 4,461 3,711 1,725

３． － － － － － － － － － － －

４． － － － － － － － － － － －

５． － － － － － － － － － － －

(D) 17,518 13,215 19,863 20,309 14,205 13,521 12,587 11,827 10,356 9,606 7,620

(E) 6,886 △ 157 3,541 3,487 1,694 1,710 1,776 1,716 1,745 1,695 1,709

１． 6,886 3,541 3,487 1,694 1,710 1,776 1,716 1,745 1,695 1,709

２．

３．

４．

(F) 6,886 3,541 3,487 1,694 1,710 1,776 1,716 1,745 1,695 1,709

△ 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

46,000 44,000 44,010 44,960 45,210 45,123 44,065 42,771 41,707 40,552 38,948

7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 7,253

38,747 36,747 36,757 37,707 37,957 37,870 36,812 35,518 34,454 33,299 31,695

8,000 8,100 8,600 8,400 7,700 6,700 6,000 4,500 3,800 1,800

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

7,987 8,087 8,587 8,387 7,687 6,687 5,987 4,487 3,787 1,787

46,000 52,000 52,110 53,560 53,610 52,823 50,765 48,771 46,207 44,352 40,748

16年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分
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経営比較分析表（令和5年度決算）
奈良県　黒滝村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法非適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K2 非設置 612 47.70 12.83 ■ 当該団体値（当該値）

処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

現在、村民の約８８％以上が合併浄化槽を使用して
いる。普及が一定水準まで進んだことから、近年は
設置の要望が減ってきている状況である。令和５年
度については、①収益的収支比率が改善した。その
要因として、⑥汚水処理原価は近年に比べると、大
きく下がっていることも1つの要因だろう。
しかし、⑤経費回収率は類似団体平均値と比べ低
く、約５２％が一般会計繰入金に頼った経営となっ
ている。今後、使用料の改定も検討していく必要が
あるが、改定を行うに当たり村民理解も難しく、今
後も一般会計からの繰入に依存する経営状態になる
ことが予想される。企業債残高は比率が高く、維持
管理費用の見直し等、一層の経営の改善に取り組む
必要がある。令和６年度の法適化にむけて事業を実
施している。

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

- 該当数値なし 82.30 100.00 3,146 493 0.14 3,521.43 【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

処理区域内人口(人)

当村では平成10年より合併浄化槽の設置を行ってお
り、初期に設置したものから全体的に老朽化してき
ており、故障したものから随時修繕を行っている。
今後はより一層、修繕・更新が必要になり、そのた
め、維持管理費用は増加していく。
適正な使用方法や適正な管理の啓発を行っていく。

2. 老朽化の状況

全体総括

当村においては、今後も人口減少が見込まれ、高齢
世帯も多いことから、休止の浄化槽も今後増加が見
込まれるため使用料の増加は見込めなく、今後も一
般会計からの繰入金に依存した経営状態が今後も見
込まれる。経費回収率の上昇による経営状態の安定
化をめざし、維持管理費用の見直し等や浄化槽の整
備計画の見直し等により経営改善を図っていく。
令和６年度の法適化にむけて事業を実施している。

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
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0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

36892 37257 37623 37989 38356

当該値 100 100 100 100 100

平均値 90.63 87.8 88.43 90.34 90.57

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【349.83】

【85.31】【54.61】【307.86】【53.65】

【-】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし


